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①

1/2が損金とならない養老保険の保険料

Q:当社はこの度、養老保険に加入するこ

とにしましたが、友人に聞くと、当社の契約

形態では保険料の1／2が損金処理できるも

のではないようです。

1／2が損金とならない養老保険の保険料

の処理を教えてください。

A:死亡保険金及び生存保険金の受取人が

ともに法人であるときは資産計上、死亡保険

金及び生存保険金の受取人が被保険者又はそ

の遺族であるときは給与として処理します。

【解説】

(1)資産計上される場合

法人が、自己を契約者で死亡保険金及び

生存保険金の受取人として、役員や使用人

(これらの人の親族を含みます）を被保険

者とする養老保険に加入したときには、そ

の支払った保険料の額は、保険事故の発生

又は保険契約の解約や失効によりその保険

契約が終了するまでの間、資産に計上しな

ければならないこととされています。

(2)保険料が給与とされる場合

法人が、自己を契約者とし、役員や使用

人（これらの人の親族を含みます）を被保

険者、死亡保険金及び生存保険金の受取人

を被保険者又はその遺族とする養老保険に

加入したときには、その支払った保険料の

額は、その役員や使用人に対する給与とさ

れます。
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